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１．議案等の付託について

２．その他

(１)意見書・決議案の提出期限

(２)その他

梶原委員長 ただいまから、議会運営委員会を開く。

本日は、議案の付託等について御協議願うため、お集まりいただいた。

それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願う。

梶原委員長

梶原委員長

初めに、資料１、議案等の付託についてである。

知事提出議案21件及び請願１件をお手元にお配りしてある議案付託表及び請願一

覧表のとおり、本日の質問終了後、所管の常任委員会に付託することにしたいが、

御異議ないか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。

梶原委員長 次に、その他である。

まず、会派提出の意見書・決議案がある場合は、本日の本会議終了後１時間以内

に事務局に提出されるよう御協力願う。

梶原委員長

梅森総務課長

次に、その他についてである。

報告事項について、事務局から説明をさせる。梅森総務課長、どうぞ。

４枚の絵が描かれたカラーコピーの資料をごらん願う。４月の議会運営委員会で

報告した委員会室の絵画の入れかえについてである。

県展の入賞作品などを管理している広報広聴課に相談したところ、作品の多くは

県庁各課や出先機関などに貸し出している中で、現在県庁内で保管をし、運送費用

などの経費をかけず、すぐにでも貸し出しが可能な絵画がこの４点となっている。

４点とも保存状態もよく、大きさ的にも現在展示している絵画に近いサイズとなっ

ている。

現在、委員会室に展示している４点の絵画は、平成23年に当時の観光振興課から

借りたもので、長期にわたっていることから、この際返却することとし、本日お示

した４点に入れかえをする方向で調整をしたいと考えている。

次に、資料の７ページ、資料２をごらん願う。議会事務局職員の夏期における朝

型勤務プラスの取り組みについてである。

朝型勤務とは、職員のワークライフバランスの実現に資するよう、始業時間を早

め、勤務終了時間をその分早めるというもので、平成27年度から実施しており、昨

年度からは従来の朝型勤務に加えて遅型勤務を追加して、朝型勤務プラスとして７

月から９月中旬まで実施するものである。

議会事務局においても、これまでの３年間同様、業務に支障のない範囲で試行を

していこうとするものである。なお、昨年度３名の職員が試行を実施し、職員から

は、朝夕の通勤が楽であった、朝や帰宅後の時間が有効に使えたなど肯定的な意見

をいただいている。

次に、資料の８ページ、資料３をごらん願う。７月５日に、全国瞬時警報システ
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梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

ム・Ｊアラートによる緊急地震速報の受信を想定した訓練を実施する予定である。

訓練は、本庁舎、議会棟など５つの庁舎を対象に、７月５日午前10時頃に庁内放

送で緊急地震速報を放送後、地震の効果音が100秒間放送されるので、職員や来庁者

が身を守る行動をとって、身の安全を確保するという内容となっている。今回は、

４月に実施した安否確認メールによる訓練は行われない。

南海トラフ地震を想定した訓練であるので、７月５日に登庁されている議員の皆

さんにおいては御参加いただくよう、よろしくお願いする。

説明は以上である。

それでは、先ほどの３点の報告について、何か御質問、御意見はないか。

（な し）

それでは、説明のあったとおり、現在委員会室に借りている絵画は長期間にわた

り貸し出しを受けているため一旦返却し、新たに先ほど事務局から示されたこの４

点をそれぞれの委員会室に飾るということでよろしいか。

（異議なし）

また、どれをどの委員会室に飾るかは、事務局または正副委員長に一任させてい

ただくので、よろしく願う。

ほかに、その他で何かないか。

（な し)

それでは、協議事項は以上である。

次回の議運は、特別の事情がなければ、７月２日月曜日午前９時から開催するこ

ととする。

協議事項は、意見書・決議案の送付先等についてである。

本日の本会議の開会時刻は、午前10時でよろしいか。

（異議なし)

それでは、本会議の開会時刻は、午前10時をめどとする。

以上で、本日の議会運営委員会を終わる。


